
 一
頁

○
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
四
十
五
号
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の

交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
面
積
単
価
及
び
数
量
単
価
を
定
め
る
件
）

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律

第
七
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
二
十

四
号
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
面
積
単
価
及
び
数
量
単
価
を
定
め
る
件
）
の
全
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

林

芳
正

一

面
積
単
価



 

 二
頁 

生

産

条

件

不

利

補

正

対

象

農

産

物

の

種

類 

面

積

単

価 

麦

、

大

豆

、

て

ん

菜

、

で

ん

粉

の

製

造

の

用

に

供

す

る

ば

れ

い

し

ょ

及

び

菜

種 

一

〇

ア

ー

ル

当

た

り

二

〇

、

〇

〇

〇

円 
そ

ば 

一

〇

ア

ー

ル

当

た

り

一

三

、

〇

〇

〇

円 

二 

数
量
単
価 

生

産

条

件

不

利

補

正

対

象

農

産

物

の

種

類 
品

質

区

分 

数

量

単

価 

（

括

弧

内

の

単

価

は

、

免

税

事

業

者

に

対

す

る

も

の

） 

麦 

非

パ

ン

・

中

華

麺

用

品

種

の

小

麦 

一

等

又

は

一

等

相

当 

Ａ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

五

、

五

六

〇

円

（

五

、

九

七

〇

円

） 

 

Ｂ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

五

、

〇

六

〇

円

（

五

、

四

七

〇

円

） 

 
Ｃ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

四

、

九

一

〇

円

（

五

、

三

二

〇

円

） 

 

Ｄ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

四

、

八

五

〇

円

（

五

、

二

六

〇

円

） 

 

二

等

又

は

二

等

相

当 

Ａ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

四

、

四

〇

〇

円

（

四

、

八

一

〇

円

） 

 

Ｂ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

三

、

九

〇

〇

円

（

四

、

三

一

〇

円

） 

 

Ｃ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

三

、

七

五

〇

円

（

四

、

一

六

〇

円

） 



 三
頁

Ｄ

区

分

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

三

、

六

九

〇

円

（

四

、

一

〇

〇

円

）

パ

ン

・

中

華

麺

用

品

種

の

小

麦

一

等

又

は

一

等

相

当

Ａ

区

分

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

七

、

八

六

〇

円

（

八

、

二

七

〇

円

）

Ｂ

区

分

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

七

、

三

六

〇

円

（

七

、

七

七

〇

円

）

Ｃ

区

分

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

七

、

二

一

〇

円

（

七

、

六

二

〇

円

）

Ｄ

区

分

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

七

、

一

五

〇

円

（

七

、

五

六

〇

円

）

二

等

又

は

二

等

相

当

Ａ

区

分

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

六

、

七

〇

〇

円

（

七

、

一

一

〇

円

）

Ｂ

区

分

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

六

、

二

〇

〇

円

（

六

、

六

一

〇

円

）

Ｃ

区

分

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

六

、

〇

五

〇

円

（

六

、

四

六

〇

円

）

Ｄ

区

分

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

五

、

九

九

〇

円

（

六

、

四

〇

〇

円

）

二

条

大

麦

一

等

又

は

一

等

相

当

Ａ

区

分

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

五

、

八

七

〇

円

（

六

、

二

二

〇

円

）

Ｂ

区

分

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

五

、

四

五

〇

円

（

五

、

八

〇

〇

円

）

Ｃ

区

分

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

五

、

三

三

〇

円

（

五

、

六

八

〇

円

）

Ｄ

区

分

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

五

、

二

八

〇

円

（

五

、

六

三

〇

円

）



 

 四
頁 

 

二

等

又

は

二

等

相

当 

Ａ

区

分 

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

五

、

〇

一

〇

円

（

五

、

三

六

〇

円

） 

 

Ｂ

区

分 

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

四

、

五

九

〇

円

（

四

、

九

四

〇

円

） 

 

Ｃ

区

分 

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

四

、

四

六

〇

円

（

四

、

八

一

〇

円

） 

 

Ｄ

区

分 

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

四

、

四

一

〇

円

（

四

、

七

六

〇

円

） 

 

六

条

大

麦 

一

等

又

は

一

等

相

当 

Ａ

区

分 

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

五

、

二

一

〇

円

（

五

、

五

一

〇

円

） 

 

Ｂ

区

分 

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

四

、

七

九

〇

円

（

五

、

〇

九

〇

円

） 

 

Ｃ

区

分 

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

四

、

六

六

〇

円

（

四

、

九

六

〇

円

） 

 

Ｄ

区

分 

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

四

、

六

一

〇

円

（

四

、

九

一

〇

円

） 

 

二

等

又

は

二

等

相

当 
Ａ

区

分 

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

四

、

一

八

〇

円

（

四

、

四

八

〇

円

） 

 

Ｂ

区

分 

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

三

、

七

六

〇

円

（

四

、

〇

六

〇

円

） 

 

Ｃ

区

分 
五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

三

、

六

四

〇

円

（

三

、

九

四

〇

円

） 

 

Ｄ

区

分 

五

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

三

、

五

九

〇

円

（

三

、

八

九

〇

円

） 

 

は

だ

か

麦 

一

等

又

は

一

等

相

当 

Ａ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

九

、

二

二

〇

円

（

九

、

七

五

〇

円

） 



 

 五
頁 

 

Ｂ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

八

、

七

二

〇

円

（

九

、

二

五

〇

円

） 

 

Ｃ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

八

、

五

七

〇

円

（

九

、

一

〇

〇

円

） 

 

Ｄ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

八

、

四

八

〇

円

（

九

、

〇

一

〇

円

） 

 

二

等

又

は

二

等

相

当 

Ａ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

七

、

六

五

〇

円

（

八

、

一

八

〇

円

） 

 

Ｂ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

七

、

一

五

〇

円

（

七

、

六

八

〇

円

） 

 

Ｃ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

七

、

〇

〇

〇

円

（

七

、

五

三

〇

円

） 

 

Ｄ

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

六

、

九

二

〇

円

（

七

、

四

五

〇

円

） 

大

豆 

普

通

大

豆 

一

等

又

は

一

等

相

当 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

一

〇

、
三

六

〇

円
（

一

〇

、

七

七

〇

円

） 

 

二

等

又

は

二

等

相

当 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

九

、
六

七

〇

円
（

一

〇

、

〇

八

〇

円

） 

 

三

等

又

は

三

等

相

当 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

八

、

九

九

〇

円

（

九

、

四

〇

〇

円

） 

 

特

定

加

工

用

大

豆 

合

格

又

は

合

格

相

当 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

八

、

三

一

〇

円

（

八

、

七

二

〇

円

） 

て

ん

菜 

糖

度

が

七
・
〇

度

以

上

一

六
・
六

度

未

満

の

て

ん

菜 

糖

度

が

一

六

・

六

度

を

〇

・

一

度

下

回

る

ご

と

に

六

二

円

を

左

欄

に

定

め

る

数

量

単

価

か

ら

差

し

引

い

た

額 



 

 六
頁 

 
 

糖

度

が

一

六

・

六

度

の

て

ん

菜 

一

、
〇

〇

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

五

、
〇

七

〇

円

（

五

、

二

九

〇

円

） 

 

糖

度

が

一

六
・
六

度

を

超

え

る

て

ん

菜 

糖

度

が

一

六

・

六

度

を

〇

・

一

度

上

回

る

ご

と

に

六

二

円

を

右

欄

に

定

め

る

数

量

単

価

に

加

え

た

額 

で

ん

粉

の

製

造

の

用

に

供

す

る

ば

れ

い

し

ょ 

で

ん

粉

の

含

有

率

が

一

九
・
六

パ

ー

セ

ン

ト

未

満

の

で

ん

粉

の

製

造

の

用

に

供

す

る

ば

れ

い

し

ょ 

で

ん

粉

の

含

有

率

が

一

九
・
六

パ

ー

セ

ン

ト

を

〇
・

一

パ

ー

セ

ン

ト

下

回

る

ご

と

に

六

四

円

を

左

欄

に

定

め

る

数

量

単

価

か

ら

差

し

引

い

た

額 

で

ん

粉

の

含

有

率

が

一

九
・
六

パ

ー

セ

ン

ト

の

で

ん

粉

の

製

造

の

用

に

供

す

る

ば

れ

い

し

ょ 

一

、
〇

〇

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

一

四

、
二

八

〇

円

（

一

五

、

一

八

〇

円

） 

で

ん

粉

の

含

有

率

が

一

九
・
六

パ

ー

セ

ン

ト

を

超

え

る

で

ん

粉

の

製

造

の

用

に

供

す

る

ば

れ

い

し

ょ 

で

ん

粉

の

含

有

率

が

一

九
・
六

パ

ー

セ

ン

ト

を

〇
・

一

パ

ー

セ

ン

ト

上

回

る

ご

と

に

六

四

円

を

右

欄

に

定

め

る

数

量

単

価

に

加

え

た

額 

そ

ば 

一

等

又

は

一

等

相

当 

四

五

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

一

七

、
一

八

〇

円
（

一

八

、

〇

一

〇

円

） 

 

二

等

又

は

二

等

相

当 
四

五

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

一

五

、
〇

七

〇

円
（

一

五

、

九

〇

〇

円

） 

菜

種 

加

算

対

象

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

七

、

七

二

〇

円

（

八

、

一

四

〇

円

） 

 

非

加

算

対

象

区

分 

六

〇

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

六

、

九

八

〇

円

（

七

、

四

〇

〇

円

） 



 

 七
頁 

備
考 

 

一 
こ
の
表
に
お
け
る
品
質
区
分
は
、
平
成
十
八
年
八
月
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
十
号
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営

安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
規
格
及
び
第
九
条
第
一
項
第
一

号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
規
格
を
定
め
る
件
）
で
定
め
る
規
格
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
品
質
の
区
分
と
す
る
。 

 

二 

こ
の
表
に
お
い
て
「
免
税
事
業
者
」
と
は
、
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ

り
消
費
税
を
納
め
る
義
務
が
免
除
さ
れ
る
事
業
者
を
い
う
。 

（
一
部
改
正 

平
成
二
十
九
年
一
月
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
四
十
四
号 

（
一
部
改
正 

平
成
三
十
一
年
二
月
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
四
十
八
号
） 

（
一
部
改
正 

令
和
元
年
八
月
十
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
八
十
二
号
） 

（
一
部
改
正 

令
和
二
年
一
月
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
九
十
六
号
） 

（
一
部
改
正 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
五
十
五
号
） 

（
一
部
改
正 

令
和
五
年
一
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
八
十
六
号
） 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
四
十
五
号
） 



 

 八
頁 

 
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
二
十
四
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
度
の
予

算
に
係
る
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
各

号
の
交
付
金
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経

営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
各
号
の
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
九
年
一
月
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
四
十
四
号
） 

 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
四
十
五
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
度

の
予
算
に
係
る
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
交
付
金
（

以
下
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
三
十
一
年
二
月
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
四
十
八
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
四
十
五
号
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年



九
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度
の
予
算
に
係
る
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
交
付

金
（
以
下
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
し
、
平
成
三
十
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附

則
（
令
和
元
年
八
月
十
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
八
十
二
号
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
さ
れ
た
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
同
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
交
付
金
の
交
付
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
令
和
二
年
一
月
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
九
十
六
号
） 

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
四
十
五
号
の
規
定
は
、
令
和
二
年
度
の

予
算
に
係
る
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
交
付
金
（

以
下
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
し
、
令
和
元
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
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附

則
（
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
五
十
五
号
） 

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
四
十
五
号
の
規
定
は
、
令
和
三
年
度
の

予
算
に
係
る
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
交
付
金
（

以
下
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
し
、
令
和
二
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

則
（
令
和
五
年
一
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
八
十
六
号
） 

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
四
十
五
号
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
の

予
算
に
係
る
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
交
付
金
（

以
下
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
し
、
令
和
四
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。


